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秋
田
県
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安
委
員
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則
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四
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秋
田
県
警
察
職
員
の
定
数
の
配
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
芳
　
賀
　
京
　
子

秋
田
県
警
察
職
員
の
定
数
の
配
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

秋
田
県
警
察
職
員
の
定
数
の
配
分
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田

県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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中
「6
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」
を
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1

」
に
、
「1
5
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」
を
「1

5
8

」
に
、
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3
4

」
を
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3
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」
に
、
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6
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」
を
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3
8

」
に
、
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0
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8
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」
に
、
「2

4
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を
「2

3
4

」
に
、
「2
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」
を
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7

」
に
、
「2

6
7

」
を
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6
4

」
に
、
「4

5
8

」

を
「4

5
7

」
に
、
「4

9
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」
を
「5

2
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」
に
、
「1

,3
3
4

」
を
「1

,3
5
4

」
に
、

「1
4
5

」
を
「1

5
4

」
に
改
め
る
。
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
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安
委
員
会
規
則
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３
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
2
0
年
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月
2
8
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田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
芳
　
賀
　
京
　
子
　

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規

則
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
大
館
警
察
署
大
館
駅
前
交
番
の
項
中
「
大
館
市
御
成
町
一
丁
目

３
番
１
号
」
を
「
大
館
市
御
成
町
一
丁
目
２
番
４
号
」
に
改
め
、
同
表
横
手

警
察
署
横
手
駅
前
交
番
の
項
中
「
横
手
市
駅
前
町
３
番
2
8
号
」
を
「
横
手
市

駅
前
町
５
番
1
0
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
２
由
利
本
荘
警
察
署
西
目
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
由
利
本
荘
市

西
目
町
沼
田
字
新
道
下
２
番
地
3
0
1
」
を
「
由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新

道
下
２
番
地
6
0
8
」
に
改
め
、
同
表
由
利
本
荘
警
察
署
鳥
海
警
察
官
駐
在
所

の
項
中
「
由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
1
2
番
地
１
」
を
「
由
利
本
荘
市

鳥
海
町
伏
見
字
久
保
1
2
番
地
８
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
横
手
警
察
署
横
手

駅
前
交
番
の
改
正
規
定
は
平
成
2
0
年
４
月
７
日
か
ら
施
行
す
る
。
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